
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

0 23 90 273 139 398 398 884 884 668 894 913 5,564

0

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

0 0 1 2 0 9 58 114 103 83 154 83 607

0

(Ａ)/(Ｂ)

増減要因等

令和4年度(Ｂ)

(Ａ)/(Ｂ)

増減要因等

（2）利用料金収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

令和５年４月１日～令和８年３月３１日（１年目）

藤崎町教育委員会生涯学習課

１　施設の概要

設置年月 根拠条例等令和５年４月 藤崎町グラウンド条例

（様式４）

令和５年度　指定管理者制度導入施設の管理運営状況等

施設名

指定管理者名

指定期間

施設所管課

藤崎町グラウンド

特定非営利活動法人藤崎町スポーツ協会

令和5年度(Ａ)

令和4年度(Ｂ)

２　指定管理者が行う業務

項　　目 業務内容

施設・設備の維持管理、施設使用許可・利用料金の収受維持管理業務

開館日

開館時間

以下を除いた日
　(1)　月曜日。
　(2)　年末及び年始(12月29日から翌年1月3日まで)
　※上記(1)の日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、
　　その日後においてその日に最も近い休日でない日。

午前9時から午後9時まで

社会体育事業の企画運営

３　利用状況

（1）利用実績【利用者数】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人、％）

企画運営業務

令和5年度(Ａ)

町民の心身の健全な発達とスポーツの普及振興を図る。設置目的

施設内容

利用料金

全天候型屋内グラウンド・陸上グラウンド・多目的グラウンド

○全天候型グラウンド（ステージも含む。） ※1時間当たり
　貸切使用（町民）　　児童・生徒　750円、一般1,500円
　　　　　（町民以外）児童・生徒1,100円、一般2,200円
　※その他に電気使用料・附属設備等使用料は別途負担。
○陸上グラウンド　　無料
○多目的グラウンド　無料



○

Ａ（優）：適正であり、優れた実績をあげている　　　Ｂ（良）：適正である

Ｃ（可）：概ね適正であるが、一部改善を要する　　　Ｄ（否）：改善や更なる取組が必要

漏えいが無く適正に保護されている。Ｂ

Ｂ

適正に行われている。

適正に行われている。

適正に行われている。

【評価基準】　　　　

Ｂ

Ｂ

７．個人情報の保護

全　　体　　評　　価

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

適正に行われている。

適正に執行されている。

概ね成果が上がっている。

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

６　評価結果

１．サービスの維持・向上に向けた
取組みが行われているか。

評　　価　　項　　目

（評価の視点）

町所管課指定管理者

自己評価

Ｂ

コメント評価

収支差額(①－②) 84

合　計　（①)

10 そ　の　他 0

質問の内容、意見等の内容 回答、対応実績等

4,336 合　計　(②) 4,252

支出科目 金額(千円)

3,719 維持管理費 4,252

607 事　業　費 0

３　利用料金収入のみ

収入科目

指定管理料

利用料金

そ　の　他

財源区分
(該当する番号に○)

金額(千円)

２．利用促進に向けた取組みが適切
に行われているか。

４　収支状況

５　利用者満足度状況(アンケート調査、苦情要望等)

１　指定管理料のみ

２　指定管理料+利用料金収入

６．成果目標達成のための努力が行
われ、成果が上がっているか。

４．緊急時の対応・安全管理などの
危機管理が適切に行われているか。

５．指定管理料が適正に執行されて
いるか。

３．施設、設備及び備品の維持管理
及び修繕が適切に行われているか。


